
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
一

桑
　
原

幹
　
夫

一二三四五
１３１１３１

は
　
し
　
が
　
き

わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務

　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
現
状

　
白
動
車
販
売
業
の
会
計
実
務

　
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販
売
等
の
会
計
実
務

税
法
の
規
定
（
Ｈ
期
限
到
来
基
準
）
と
そ
の
論
拠

　
割
賦
販
売
に
対
す
る
税
法
の
規
定

　
税
法
規
定
（
Ｈ
期
限
到
来
基
準
）
を
合
理
化
す
る
理
論
（
以
上
、
第
十
巻
第
五
．
六
号
所
載
）

企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
）
と
こ
れ
を
合
理
化
す
る
理
論
（
以
下
、
本
号
所
載
）

　
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）
と
そ
の
根
拠

　
企
業
会
計
原
則
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）
合
理
化
論

　
代
金
回
収
基
準
合
理
化
論
の
現
実
的
意
義

独
自
の
会
計
政
策
を
提
唱
す
る
理
論

　
販
売
基
準
の
提
唱
と
そ
の
合
理
化
論

　
選
択
適
用
論
の
提
唱
と
そ
の
合
理
化
論

わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）

一
〇
五
　
　
（
四
一
四
）



■

立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）

　
　
　
　
３
　
会
計
処
理
簡
便
化
論

　
　
　
六
　
結
　
論

一
〇
六
　
　
（
四
一
五
）

四
　
企
業
会
計
原
則
の
立
場

（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
）

と
こ
れ
を
合
理
化
す
る
理
論

１
　
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）
と
そ
の
根
批

　
前
述
の
ご
と
き
期
限
到
来
基
準
を
と
る
わ
が
国
の
税
法
の
規
定
に
対
し
て
は
、
わ
が
国
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）

よ
り
意
見
書
（
Ｈ
税
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
）
　
が
出
さ
れ
て
、
い
る
。

　
こ
の
意
見
書
は
、
　
「
企
業
会
計
原
則
」
の
理
論
を
一
貫
し
た
立
場
か
ら
税
法
と
「
企
業
会
計
原
則
」
と
の
不
一
致
に
つ
い
て
の
調

整
間
題
を
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
七
年
六
月
十
六
日
に
、
経
済
安
定
本
部
企
業
会
計
基
準
審
議
会
中
間
報
告

と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
書
の
起
草
は
、
左
記
小
委
員
に
よ
り
な
さ
れ
た
。

企
業
会
計
基
準
審
議
会

同同同同同同同こ
の
意
見
書
に
よ
る
と
、

会
長

委
員同同同同同同

上太中黒石岩大

野田西沢井田住

金
子
佐

道哲寅照達

　
一

輔三雄清久巌雄郎

割
賦
販
売
に
つ
い
て
は
、
総
論
第
一
の
二
の
○
ｏ
お
よ
び
、

各
論
第
一
の
二
に
お
い
て
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
が
、



こ
こ
で
は
、
税
法
の
規
定
す
る
期
限
到
来
基
準
を
と
く
に
と
り
あ
げ
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
税
法
が
、
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代

金
同
収
基
準
）
を
と
る
よ
う
要
望
し
て
い
る
。

　
「
…
…
税
法
上
の
割
賦
基
準
は
、
割
賦
金
入
金
の
時
期
を
も
っ
て
割
賦
販
売
収
益
の
実
現
の
と
き
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
割
賦
金
の
支
払
期
限
の

　
到
来
の
と
き
を
も
っ
て
、
入
金
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
現
の
と
き
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
　
（
法
人
税
法
取
扱
通
達
の
二
五
〇
に
よ
れ
ば
、

　
『
売
買
契
約
に
よ
っ
て
売
却
代
金
の
受
入
を
月
賦
又
は
年
賦
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
、
収
入
す
べ
き
月
賦
金
又
は
年

　
賦
金
に
対
応
す
る
売
却
益
を
見
積
り
当
該
事
業
年
度
の
益
金
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
』
と
あ
る
。
）

　
　
こ
れ
は
未
収
収
益
の
場
合
と
同
じ
く
、
発
生
主
義
の
適
用
に
弾
力
性
を
認
め
な
い
も
の
で
、
健
全
な
会
計
慣
行
の
発
展
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

　
る
の
で
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
所
得
の
割
賦
計
算
の
原
則
（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
－
引
用
老
）
を
認
め
る
よ
う
改
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」

　
わ
が
国
の
企
業
会
計
原
則
（
正
式
に
は
、
　
『
企
業
会
計
原
則
．
財
務
諸
表
準
則
』
）
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
外
貨
導
入
、
企
業
の
合
理
化
、

課
税
の
公
正
化
、
証
券
投
資
の
民
主
化
、
産
業
金
融
の
適
正
化
等
の
合
理
的
な
解
決
の
た
め
」
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
企
業
会
計
原
則
は
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
九
目
に
は
じ
め
て
、
経
済
安
定
本
部
企
業
会
計
制
度
対
策
調
査
会
の
中
間
報
告
と

し
て
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
昭
和
二
十
九
年
七
月
十
四
目
に
は
、
企
業
会
計
の
部
分
的
修
正
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
の
時
に
同

時
に
「
企
業
会
計
原
則
注
解
」
が
公
表
さ
れ
た
。

　
割
賦
販
売
の
そ
の
収
益
認
識
に
っ
、
い
て
の
企
業
会
計
原
則
の
立
場
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
代
金
回
収
基
準
で
あ
る
。
こ
の
立
い

と
、
根
拠
は
、
企
業
会
計
原
則
で
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
、
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
十
四
年
公
表
の
企
業
会
計
原
則
、
（
第
二
の
三
の
Ｂ
）
で
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
売
上
高
は
、
実
現
主
義
の
原
則
に
従
い
、
商
店
の
販
売
又
は
役
務
の
給
付
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
に
限
る
。
未
だ
売
却
済
と
な
ら
な
い
－
－
－
、

　
－
、
割
賦
阪
売
、
…
…
…
等
に
関
す
る
未
実
現
収
益
は
原
則
と
し
て
当
期
の
収
益
に
算
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

　
　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
（
四
一
六
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
（
四
一
七
）

　
こ
れ
と
全
く
同
一
の
内
容
が
、
昭
和
二
十
九
年
公
表
の
企
業
会
計
原
則
（
改
正
）
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
（
第
二
の
三
の
Ｂ
）
同

時
に
公
表
さ
れ
た
、
企
業
会
計
原
則
注
解
、
注
２
の
３
で
は
、
割
賦
基
準
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）
の
内
容
と
そ
の
根
拠
に
っ
い
て
、
っ
ぎ

の
よ
う
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
割
賦
販
売
に
つ
い
て
は
、
割
賦
金
の
入
金
の
時
を
も
っ
て
売
上
収
益
の
実
玩
の
時
と
み
な
し
、
そ
の
期
の
損
益
計
算
に
計
上
す
る
。
割
賦
収
益

　
の
実
玩
の
尺
度
は
、
原
則
と
し
て
、
販
売
基
準
で
は
な
く
て
回
収
基
準
と
す
る
。
割
賦
販
売
契
約
は
、
通
常
の
販
売
契
約
と
異
な
少
、
そ
の
信
用
期

　
間
が
比
較
的
長
期
に
わ
た
り
、
代
金
の
支
払
か
分
割
払
で
あ
る
と
と
も
に
代
金
回
収
上
の
危
険
率
も
高
く
、
所
有
権
の
移
転
又
は
取
戻
し
に
関
す
る

　
条
件
も
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
収
益
実
現
の
会
計
上
の
確
認
は
慎
重
に
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
割
賦
販
売
の
代
金
の
う
ち
決
算
期
末
ま
で
に
未
回

　
収
の
部
分
は
、
実
現
し
な
い
収
益
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
実
現
収
益
は
、
こ
れ
を
次
期
以
後
に
繰
り
延
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
こ
こ
で
は
、
代
金
回
収
基
準
の
根
拠
と
し
て
、
慎
重
主
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

２
　
企
業
会
計
原
則
（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
）
合
理
化
論

　
ａ
　
黒
沢
清
教
授
の
論
拠

　
黒
沢
清
教
授
は
、
著
書
『
近
代
会
計
学
』
（
昭
和
二
士
ハ
年
発
行
）
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
出
さ
れ
た
く
新
版
Ｖ
近
代
会
計
学
』

（
昭
和
三
十
五
年
発
行
）
に
お
い
て
も
、
終
始
一
貫
、
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
同
収
基
準
）
を
積
極
的
に
支
持
さ
れ
、
合
理
化
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
諭
拠
は
、
企
業
会
計
原
則
注
解
と
全
く
同
じ
内
容
を
持
っ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
黒
沢
清
教
授
の
代
金
回
収
基

準
合
理
化
論
で
は
、
さ
ら
に
、
企
業
財
政
の
安
定
の
た
め
の
会
計
政
策
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
割
賦
基
準
（
－
易
巨
－
Ｂ
彗
け
げ
轟
包
は
販
売
基
準
の
例
外
を
な
す
も
の
で
、
一
種
の
現
金
基
準
で
あ
る
。
割
賦
販
売
業
に
お
い
て
は
、
売
上
代

　
金
の
同
収
が
定
期
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
延
期
さ
れ
る
の
で
、
通
常
の
版
売
基
準
を
適
用
す
る
と
き
は
、
収
益
の
記
録
が
不
安
定
と

　
な
り
企
業
の
維
持
の
上
に
も
支
陳
を
き
た
す
あ
ン
、
れ
も
あ
る
の
で
、
こ
の
例
外
の
原
則
が
み
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
割
賦
販
売
契
約
に
お

　
い
て
、
売
買
の
対
象
た
る
商
品
そ
の
他
の
財
産
の
所
有
椎
が
引
波
の
と
き
移
転
す
る
の
か
、
代
金
支
払
完
了
の
と
き
移
転
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
販
売
完
了
の
法
的
条
件
の
吟
味
と
し
て
は
一
つ
の
問
題
た
る
を
失
な
わ
な
い
が
、
割
賦
基
準
は
企
業
財
政
の
安
定
の
た
め
の
会
計
政
策
と
し
て
み
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
的
関
係
は
こ
の
際
深
く
追
及
す
る
に
は
あ
た
ら
山
、
へ
い
の
で
あ
る
」
　
（
作
点
．
引
用
老
）

　
黒
沢
清
教
授
の
以
上
の
主
張
を
、
さ
き
に
示
し
た
企
業
会
計
原
則
注
解
と
対
照
し
て
読
む
と
、
全
く
同
じ
内
容
で
あ
り
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ぱ
、
黒
沢
溝
教
授
が
、
企
業
会
計
原
則
注
解
の
解
説
を
よ
り
深
め
、
企
業
会
計
原
則
（
Ｈ
割
賦
基
準
）
を
合
理
化
さ
れ
て
い

る
。
事
実
、
黒
沢
清
教
授
は
、
企
業
会
計
原
則
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
と
く
に
尽
力
さ
れ
、
経
済
安
定
本
部
企
業
会
計
制
度
対
策
調

査
会
（
の
ち
の
、
大
蔵
省
企
業
会
計
審
議
会
）
の
有
カ
メ
ソ
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
定
す
る
と
教
授
の
土
上
張
が
そ
の
ま
ま
企
業
会
計

原
則
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
黒
沢
清
著
「
近
代
会
計
学
」
　
（
昭
和
二
十
六
年
）
三
五
七
頁
。

　
　
　
　
黒
沢
清
著
「
〈
新
版
〉
近
代
会
計
学
」
　
（
昭
和
二
十
五
年
）
三
五
九
－
六
〇
頁
。

　
ｂ
　
山
下
勝
治
教
授
の
論
拠

　
山
下
勝
治
教
授
も
、
黒
沢
清
教
授
と
同
様
、
同
一
の
立
場
に
た
っ
て
、
終
始
　
（
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
十
年
発
行
の
著
書
『
会
計
学
の
一

般
理
論
』
に
お
い
て
も
、
昭
和
三
十
四
年
発
行
の
著
書
『
会
計
学
一
般
理
論
』
に
お
い
て
も
）
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）
を

合
理
化
さ
れ
る
。

　
山
下
勝
治
教
授
の
割
賦
基
準
合
理
化
論
は
、
基
本
的
に
は
、
企
業
会
計
原
則
注
解
に
お
げ
る
根
拠
と
同
一
で
あ
る
が
、
と
く
に
慎

重
主
義
を
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

　
山
下
勝
治
教
授
の
代
金
回
収
基
準
合
理
化
論
を
昭
和
三
十
四
年
発
行
の
一
、
会
計
学
一
般
理
論
Ｌ
一
に
よ
り
示
せ
ぱ
、
っ
ぎ
の
通
り
で

あ
る
。

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
（
四
一
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
骨
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
四
一
九
）

　
　
「
割
賦
販
売
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
用
期
問
が
長
期
に
わ
た
り
、
代
金
の
支
払
も
ま
た
分
割
払
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
代
金
回
収
上
の
危
険
も
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
の
ず
か
ら
高
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
収
益
実
現
に
は
、
と
く
に
慎
重
を
期
し
て
、
現
実
の
代
金
回
収
と
い
う
事
実
に
結
ぴ
つ
け
て
収
益

　
が
実
玩
す
る
と
考
え
る
第
三
の
立
場
（
割
賦
金
の
受
入
れ
程
度
に
応
じ
部
分
的
に
収
益
が
実
現
す
る
も
の
１
引
用
者
）
が
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ

　
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
代
金
回
収
基
準
と
い
い
、
こ
の
場
合
に
は
、
決
算
時
に
代
金
の
う
ち
未
回
収
分
は
こ
れ
を
未
実
現
収
益
と
し
て
繰
延
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
こ
と
が
必
要
と
な
る
」
　
（
傍
点
－
引
用
者
）

　
以
上
が
、
山
下
勝
治
教
授
の
論
旨
で
あ
る
が
、
わ
が
国
税
法
の
と
る
立
場
を
、
教
授
は
、
と
く
に
期
限
到
来
基
準
と
名
付
げ
ら
れ

て
い
る
。

　
（
１
）
　
山
下
勝
治
著
「
会
計
学
一
般
理
論
」
　
（
一
九
五
九
年
）
　
一
〇
一
－
二
頁
。

　
Ｃ
　
青
木
倫
太
郎
教
授
の
論
拠

　
黒
沢
清
教
授
お
よ
び
山
下
勝
治
教
授
が
、
企
業
会
計
原
則
注
解
に
お
け
る
論
拠
と
ほ
ぽ
同
一
の
論
拠
に
立
っ
て
企
業
会
計
原
則
の

立
場
（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
）
を
合
理
化
さ
れ
る
の
に
対
し
、
青
木
倫
太
郎
教
授
は
、
異
っ
た
角
度
よ
り
代
金
回
収
基
準
を
合
理
化
さ
れ

る
。
青
木
倫
太
郎
教
授
の
代
金
回
収
基
準
合
理
化
論
は
、
費
用
収
益
対
応
の
原
則
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
っ
ぎ

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

　
　
「
－
…
…
－
－
税
の
意
見
書
（
総
論
第
一
の
二
実
現
主
義
の
原
則
の
適
用
の
と
こ
ろ
や
各
諭
第
一
の
二
割
賦
販
売
収
益
の
項
）
や
企
業
会
計
原
則
の

　
注
解
（
注
２
　
積
送
品
、
試
用
販
売
、
割
賦
販
売
及
ぴ
予
約
販
売
に
お
け
る
収
益
の
実
現
に
つ
い
て
）
の
主
張
は
、
目
的
物
の
引
渡
の
時
で
な
い
こ

　
と
は
勿
論
で
あ
り
、
更
に
収
入
す
べ
き
時
で
も
な
く
、
回
収
し
た
時
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
信
用
期
問
が
比

　
較
的
長
期
で
あ
っ
て
、
代
金
回
収
上
の
危
険
率
が
一
＾
い
こ
と
や
、
所
有
権
の
移
転
又
は
取
戻
し
に
閑
す
る
条
件
が
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
会
計
の
慎
重

性
の
原
則
か
ら
み
て
、
割
賦
販
七
冗
の
収
益
は
回
収
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
会
計
原
則
か
ら
み
て
、
発
生
主
義

　
の
原
則
が
大
き
い
理
諭
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
完
全
に
正
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
、
と
こ
ろ
が
、
致
用
収
誌
対
応
の
原
則
か
ら
こ
れ
を
み

　
る
と
元
来
、
割
賦
販
売
は
『
売
却
』
よ
り
も
『
同
収
』
に
重
点
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
支
払
が
割
賦
で
あ
る
故
に
『
売
る
こ
と
』
に
つ
い
て
は
比
較



　
的
容
場
で
あ
る
が
、
代
金
の
回
収
に
多
く
の
危
険
と
費
用
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
回
収
費
用
が
賦
金
の
回
収
に
よ
っ
て
稼
得
し
た
収
益

　
に
マ
ッ
チ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
割
賦
販
売
の
実
現
す
る
時
は
賦
金
を
回
収
し
た
時
で
あ
る
こ
と
が
会
計
上
妥
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
よ
う
に
、
青
木
倫
太
郎
教
授
は
、
黒
沢
教
授
、
山
下
教
授
と
は
異
っ
た
論
拠
に
も
と
づ
、
い
て
、
実
質
的
に
は
、
代
金
回
収

基
準
（
Ｈ
企
業
会
計
原
則
）
を
合
理
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
青
木
倫
太
郎
著
「
財
務
諸
表
論
」
　
（
昭
和
三
十
二
年
）
八
八
頁
。

　
ｄ
　
林
健
二
教
授
の
論
拠

　
林
健
二
教
授
は
、
企
業
会
計
原
則
制
定
以
前
に
お
い
て
代
金
回
収
基
準
を
合
理
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
拠
は
、
っ
ぎ
の
通
り
で

あ
る
。

　
　
「
第
三
の
見
解
（
各
割
賦
金
の
支
払
に
よ
っ
て
割
賦
販
売
の
収
益
が
部
分
的
に
実
現
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
割
賦
基
準
－
桑
原
）
は
期
問
的
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
益
計
算
の
正
確
性
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
も
、
計
算
の
確
実
性
が
高
度
に
保
持
さ
れ
る
。
」

　
　
「
割
賦
販
売
に
お
け
る
利
子
要
素
は
、
販
売
代
金
が
大
き
く
、
そ
の
完
済
が
相
当
長
期
に
亘
る
よ
う
な
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
は
、
実
践
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
そ
う
大
き
い
間
題
で
は
な
く
、
寧
ろ
計
算
の
繁
雑
を
さ
け
る
た
め
に
、
無
視
し
て
よ
い
と
思
う
。
」

　
林
健
二
教
授
に
よ
る
代
金
回
収
基
準
合
理
化
論
は
充
分
に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
林
教
授
の
か
か
る
主
張
が
企
業
会

計
原
則
制
定
以
前
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
企
業
会
計
原

則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
）
に
た
い
し
て
示
唆
を
与
え
た
で
あ
ら
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
林
健
二
稿
「
割
賦
販
売
の
損
益
計
算
」
　
（
会
計
五
十
七
巻
三
号
一
九
五
〇
年
）
　
一
〇
頁
。

　
　
（
２
）
　
林
健
二
稿
　
前
掲
　
二
頁
。

３
　
代
金
回
収
基
準
合
理
化
論
の
現
実
的
基
盤

　
　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
（
四
二
〇
）

■



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
（
四
二
一
）

　
前
述
に
よ
り
、
代
金
回
収
基
準
（
１
１
企
業
会
計
原
酬
一
の
立
場
）
は
、
税
法
改
正
の
た
め
の
有
力
な
拠
点
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
代
金
回

収
基
準
は
、
黒
沢
清
教
授
、
山
下
勝
治
教
授
、
青
木
倫
太
郎
教
授
、
林
健
二
教
授
等
の
会
計
学
者
に
よ
っ
て
、
企
業
財
政
の
安
定
、

慎
重
主
義
、
費
用
・
収
益
の
対
応
、
期
問
的
損
益
計
算
の
正
確
性
等
を
論
拠
と
し
て
、
多
彩
な
合
理
化
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
代
金
回
収
基
準
（
１
１
企
業
会
計
原
則
の
立
場
）
の
強
力
な
合
理
化
論
の
基
礎

に
は
、
っ
ぎ
に
示
す
よ
う
な
、
割
賦
販
売
業
者
、
と
く
に
、
ミ
シ
ソ
、
電
気
器
具
・
電
気
機
械
、
自
動
車
、
船
舶
、
ブ
ラ
ソ
ト
類
、

等
の
販
売
業
者
を
は
じ
め
、
さ
ら
に
、
経
済
団
体
、
通
産
省
当
局
の
強
力
な
支
持
、
期
待
、
要
望
、
要
求
等
が
存
在
し
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
（
１
）

う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
な
お
、
か
か
る
業
老
の
会
計
実
務
の
現
実
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
別
の
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。
拙
稿
「
わ
が
国
割
賦
販
売
会
計
の
現
実
と

　
　
　
そ
の
効
果
」
　
（
税
経
通
信
十
七
巻
一
〇
号
一
九
六
二
年
）
二
三
－
三
〇
頁
。

　
ａ
　
ミ
シ
ソ
販
売
業
者
の
要
求

　
蛇
の
目
ミ
シ
ソ
企
画
室
部
長
、
青
塚
康
殻
氏
は
、
企
業
の
税
務
対
策
と
し
て
、
代
金
回
収
基
準
（
Ｈ
企
業
会
計
原
則
の
立
場
）
を
強

く
主
張
し
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
税
法
の
改
正
を
要
求
さ
れ
る
。

　
　
「
…
…
税
務
会
計
上
の
割
賦
収
益
と
、
同
一
期
に
お
け
る
現
実
の
回
収
割
賦
金
或
い
は
割
賦
実
現
収
益
と
を
比
較
す
る
に
、
税
務
会
計
上
の
収
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
の
方
か
大
で
あ
る
の
が
常
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
超
過
差
額
分
に
対
し
て
は
、
税
の
前
払
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
」

　
　
「
…
…
恐
ら
く
僅
少
の
率
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
税
の
増
徴
に
重
点
を
置
き
－
…
・
割
賦
阪
売
業
者
を
圧
迫
萎
縮
せ
し
む
る
に
終
わ
る
如
き
施
策
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
（
税
法
が
期
限
到
来
基
準
を
と
る
こ
と
－
引
用
者
）
こ
の
際
大
乗
的
見
地
よ
り
思
い
止
ま
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

（
１
）
　
青
塚
康
毅
稿
「
割
賦
販
売
に
お
げ
る
収
益
」

（
税
経
通
信
十
四
巻
五
号
一
九
五
九
年
）
七
九
頁
。



　
　
（
２
）
　
青
塚
康
毅
稿
　
前
掲
　
八
五
頁
。

　
ｂ
　
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販
売
業
者
の
要
求

　
日
立
製
作
株
式
会
杜
経
理
部
副
部
長
、
高
橋
尚
之
氏
は
、
税
法
の
改
正
を
要
求
す
る
「
税
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す

る
意
見
書
」
を
支
持
さ
れ
っ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
　
「
今
回
発
表
さ
れ
た
安
本
の
「
税
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
」
に
お
い
て
は
各
論
の
塘
一
の
二
『
割
賦
販
売
収
益
』
の
項

に
て
法
人
税
の
取
扱
は
、
　
『
未
収
収
益
の
場
合
と
同
じ
く
発
生
主
義
の
適
用
に
弾
力
性
を
認
め
な
い
も
の
で
、
建
全
な
会
計
慣
行
の
発
展
を
阻
害
す

る
お
そ
れ
か
あ
る
の
で
通
常
の
意
味
に
お
け
る
所
得
の
割
賦
計
算
の
原
則
を
認
め
る
よ
う
改
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
』
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

は
、
割
賦
販
売
の
本
質
か
ら
見
て
ま
こ
と
に
妥
当
な
見
解
と
い
え
る
。
」

　
さ
ら
に
、
日
立
製
作
株
式
会
杜
経
理
部
副
部
長
、
高
橋
尚
三
氏
は
、
積
極
的
に
、

合
理
化
さ
れ
、
み
ず
か
ら
、
合
理
化
論
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

代
金
回
収
基
準
（
１
１
企
業
会
計
原
則
の
立
場
）

を

　
「
ま
ず
、
割
賦
販
売
の
対
象
と
な
る
商
品
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
商
品
の
販
売
代
価
が
需
要
家
の
資
力
に
相
応
せ
ず
、
ま
た
同
業
老
間
の
競
争
激
甚

の
た
め
通
常
の
一
時
払
の
阪
売
方
法
を
以
っ
て
し
て
は
売
行
不
振
を
招
く
よ
う
な
商
品
が
選
ば
れ
る
。
次
に
顧
客
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
一
時
払
で
は

到
底
購
入
し
得
な
い
よ
う
な
需
要
家
が
分
割
払
の
た
め
新
た
な
購
入
者
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
顧
客
に
つ
い
て
は
そ
の
資
力
の
点
か
ら

し
て
、
最
後
の
割
賦
金
ま
で
完
全
に
支
払
い
得
な
い
場
合
が
相
当
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
割
賦
金
の
支
払
期
問
は
右
の
よ
う
な
事

情
の
た
め
少
額
ず
つ
長
期
問
に
わ
た
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
経
済
情
勢
の
変
化
或
い
は
顧
客
の
個
人
的
事
情
の
変
化
等
の
た
め
、
割

賦
金
の
支
払
に
窮
す
る
危
険
性
が
非
常
に
多
い
と
想
像
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
割
賦
販
売
の
性
質
か
ら
考
え
れ
ば
割
賦
金
の
支
払
は
通
常
の
商
品
代
価
の
支
払
に
比
較
し
て
確
実
性
が
薄
く
、
支
払
期
日
到
来
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

し
直
ち
に
利
益
を
計
上
す
る
の
は
、
妥
当
な
会
計
処
理
法
と
は
い
え
な
い
。
」

　
（
１
）
　
高
橋
尚
三
稿
「
割
賦
販
売
の
会
計
処
理
に
お
け
る
間
題
点
」
　
（
税
経
通
信
七
巻
十
四
号
、
　
一
九
五
二
年
）
一
二
四
頁
。

　
（
２
）
　
高
橋
尚
三
稿
　
前
掲
　
一
二
三
－
四
頁
。

わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）

一
三
　
　
（
四
二
二
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
　
（
四
二
三
）

　
Ｃ
　
自
動
車
販
売
業
者
の
要
求

　
日
産
自
動
車
経
理
部
長
、
川
久
保
康
雄
氏
は
、
税
法
規
定
に
お
い
て
、
代
金
回
収
基
準
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
要
求
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
「
先
ほ
ど
の
回
収
基
準
に
触
れ
た
い
の
で
す
が
、
気
持
の
上
か
ら
い
え
ば
会
計
原
則
の
現
金
入
金
主
義
ま
い
た
い
所
で
ご
ざ
い
享
が
、
通
達

　
の
点
一
あ
る
い
は
、
ほ
か
の
点
か
ら
見
ま
し
て
も
割
賦
基
準
と
い
う
こ
と
で
私
の
方
も
処
理
し
て
お
り
ま
す
。
」
（
傍
点
　
引
用
者
）

　
　
（
１
）
　
川
久
保
康
雄
談
「
割
賦
販
売
の
理
論
と
実
際
」
　
（
企
業
会
計
十
巻
五
号
一
九
五
八
年
）
五
一
頁
。

　
ｄ
　
船
舶
、
プ
ラ
ソ
ト
類
販
売
業
者
の
要
求

　
三
菱
造
船
経
理
部
、
山
田
庄
三
郎
氏
（
企
業
経
営
協
会
税
制
研
究
会
幹
事
）
　
に
種
々
意
見
を
賜
っ
た
こ
と
を
堕
言
し
て
、
古
賀
久
雄

氏
（
企
業
経
営
協
会
調
査
課
長
）
は
、
税
法
が
、
　
企
業
会
計
原
則
と
同
様
、
代
金
回
収
基
準
を
と
る
よ
う
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
要
求
さ
れ

る
○

　
　
「
割
賦
利
益
の
計
上
は
、
会
計
原
則
に
お
い
て
は
そ
の
入
金
を
も
っ
て
、
税
法
は
回
収
す
べ
き
時
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
計
上
の
時
と
し
て
い
る
。

　
我
々
と
し
て
は
、
税
法
と
企
業
会
計
原
則
と
が
一
致
し
て
、
　
『
割
賦
金
の
入
金
の
時
と
す
る
』
事
を
も
っ
て
結
諌
つ
け
ら
れ
る
事
が
望
ま
し
い
と
考

冬
カ

　
ま
た
、
運
輸
省
船
舶
局
監
理
課
事
務
官
、
武
田
健
介
氏
は
、
船
舶
、
プ
ラ
ソ
ト
類
の
販
売
業
者
を
代
弁
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
税

法
に
お
け
る
割
賦
基
準
採
用
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
る
。

　
　
一
・
－
…
フ
ラ
ソ
ト
類
の
延
払
を
税
法
上
の
割
賦
販
売
と
し
て
坂
扱
う
た
め
に
は
、
こ
の
特
殊
の
堪
準
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
現
金
主
義
を
採
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
す
る
事
は
梅
め
て
必
要
で
あ
る
。
」

　
　
（
１
）
　
古
貫
久
雌
一
割
賦
販
売
の
経
理
処
理
と
税
務
上
の
問
題
点
」
　
（
税
経
通
信
十
一
巻
九
号
、
一
九
五
六
年
）
　
八
Ｏ
頁
Ｃ

　
　
（
２
）
　
武
田
健
介
稿
　
前
掲
　
七
三
頁
、



　
ｅ
　
経
済
団
体
の
要
求

　
租
税
研
究
協
会
、
期
問
損
益
委
員
長
、
企
業
経
営
沸
会
専
務
理
事
、
興
国
人
絹
パ
ル
プ
取
締
役
、
青
砥
正
夫
氏
は
、
わ
が
国
の
税

法
が
、
代
金
回
収
基
準
を
と
る
よ
う
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
…
・
－
会
計
原
則
で
は
、
：
－
－
あ
く
ま
で
回
収
基
準
を
と
っ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
通
達
案
で
は
、
履
行
期
が
到
来
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
現

　
実
に
入
金
が
あ
ろ
う
が
あ
る
ま
い
が
、
こ
れ
を
収
益
に
計
上
せ
し
め
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
等
の
税
法
に
お
い
て
は
割
賦
販
売
に

　
つ
い
て
は
こ
の
会
計
の
立
場
を
尊
重
し
て
同
収
基
準
を
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
の
考
慮
が
払
わ
れ
て
し
か
る
べ

　
　
　
　
（
１
）

　
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
（
１
）
　
青
砥
正
夫
稿
「
期
問
損
益
関
係
の
問
題
点
」
　
（
企
業
会
計
十
巻
十
一
号
、
一
九
五
八
年
）
一
〇
八
－
九
頁
。

　
ｆ
　
通
産
省
の
割
賦
販
売
政
策
上
よ
り
の
要
求

　
通
産
省
は
、
割
賦
販
売
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
割
賦
販
売
法
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
と
と
も
に
、
税
法
上
の
優
遇
、
消
費
者
信

用
の
確
立
、
割
賦
販
売
保
険
の
拡
充
、
消
費
者
信
用
調
査
機
関
の
整
備
な
ど
の
方
向
で
割
賦
販
売
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
税
法
上
の
優
遇
の
一
っ
と
し
て
、
通
産
省
は
企
業
会
計
原
則
の
主
張
す
る
代
金
回
収
基
準
を
と
り
あ
げ
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、

そ
の
実
現
を
要
求
し
て
い
る
。

　
　
「
迦
脈
劣
の
割
賦
版
売
政
災
の
方
向
は
次
の
迦
り
、

　
▼
税
法
上
の
優
逃
Ｈ
一
、
理
行
税
法
ト
閉
賦
版
売
の
仙
益
は
焚
約
上
の
支
払
い
期
限
が
き
た
時
期
を
某
準
と
し
、
代
金
が
実
際
に
回
収
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
か
、
ど
う
か
は
閉
廼
外
と
し
て
い
る
（
期
限
到
来
主
義
）
が
、
企
業
会
計
原
則
に
沿
い
現
金
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」

　
（
１
）
　
口
本
維
済
灯
閉
、
…
和
三
十
五
年
四
月
九
口
号
（
棚
刊
）

わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）

五
　
　
（
四
二
四
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）

一
六
　
　
一
四
二
五
）

五
　
独
自
の
会
計
政
策
を
提
唱
す
る
理
論

１
　
販
売
基
準
の
提
唱
と
そ
の
合
理
化
論

　
ａ
　
木
村
和
三
郎
教
授
の
論
批

　
前
述
の
代
金
同
収
基
準
（
Ｈ
企
業
会
計
原
則
の
立
場
）
の
理
論
と
実
務
に
対
す
る
木
村
和
三
郎
教
授
の
評
仙
は
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
割
賦
販
売
（
月
賦
版
売
）
制
度
の
も
と
に
お
け
る
売
上
利
益
は
売
上
高
に
対
し
て
計
算
す
べ
き
で
な
く
、
売
上
代
金
回
収
済
の
分
に
対
し
て
の

　
み
・
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
売
上
利
益
を
計
算
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
割
賦
販
売
に
お
け
る
実
現
主
義
の
原
則
の
正
し
い
適
用
で
あ
る
、
と
す
る

　
見
解
は
（
割
賦
基
準
の
こ
と
１
引
用
老
）
…
…
凡
そ
金
融
制
度
が
支
配
的
に
確
立
し
、
し
か
も
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
、
現
在
の
経
済
機
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
の
も
と
に
お
い
て
は
陳
腐
な
、
時
代
錯
誤
的
な
見
解
で
あ
り
…
…
…
…
」
　
（
傍
点
－
引
用
者
）

　
ま
た
、
木
村
和
三
郎
教
授
は
、
割
賦
基
準
に
対
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
も
云
わ
れ
る
。

　
　
「
会
計
学
の
基
本
的
対
象
と
す
る
、
現
代
の
独
占
的
株
式
会
杜
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
は
凡
そ
売
上
収
益
測
定
の
時
の
基
準
を
集
金
の
時
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
２
）

　
く
こ
と
は
、
理
論
的
に
も
不
合
理
で
あ
り
、
実
際
的
に
も
妥
当
性
が
な
い
。
」
（
傍
点
－
引
用
者
）

　
こ
の
よ
う
に
、
木
村
和
三
郎
教
授
に
よ
る
と
、
割
賦
基
準
（
Ｈ
わ
が
因
企
業
会
計
原
則
の
立
場
）
　
の
主
張
は
、
陳
腐
な
時
代
錯
誤
的

な
見
解
で
あ
り
、
実
際
的
に
も
妥
当
性
が
な
い
主
張
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
た
め
、
木
村
和
三
郎
教
授
は
、
独
自
の
会
計
政
策
（
１
１
販
売
某
準
）
を
提
唱
さ
れ
、
そ
れ
を
合
理
化
さ
れ
る
。

　
木
村
和
三
郎
教
授
の
割
賦
版
売
に
お
げ
る
販
売
基
準
合
理
化
論
は
、
教
授
の
著
書
『
会
計
学
研
究
』
に
お
い
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
月
賦
版
売
未
口
収
金
の
如
き
が
他
の
売
上
未
ｕ
収
金
（
売
掛
金
・
受
取
手
形
）
と
Ｗ
、
一
Ｊ
、
仏
る
と
こ
ろ
は
加
北
、
は
明
瞭
な
消
炊
信
ｍ
川
で
あ
り
、
後
者



　
は
原
則
と
し
て
生
産
信
用
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
両
老
が
共
に
流
逓
信
用
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
…
…
…
消
費
信
用
つ
ま
り
賃
金
俸

　
給
生
活
者
に
対
す
る
前
借
と
同
様
高
利
貸
的
狡
滑
さ
が
表
面
に
出
て
い
る
と
解
釈
す
る
か
、
又
は
経
営
内
に
お
け
る
資
本
の
流
通
、
つ
ま
り
、
取
引

　
を
運
動
の
過
程
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
動
的
把
握
、
又
は
全
般
的
把
握
の
欠
如
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
信
用
制
度
の
確
立
し
て
い
る
経
済
の

　
下
に
お
い
て
は
、
売
上
の
時
を
以
て
利
益
の
実
現
の
時
（
Ｈ
販
売
基
準
－
引
用
老
）
と
解
し
て
よ
く
、
割
賦
販
売
未
同
収
金
も
一
般
の
売
掛
金
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
様
に
貸
倒
準
術
金
を
設
け
る
だ
け
で
足
る
の
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
よ
う
に
、
木
村
和
三
郎
教
授
は
、
代
金
回
収
基
準
（
Ｈ
企
業
会
計
原
則
の
立
場
）
　
に
と
っ
て
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
　
「
現
代

　
　
　
　
　
（
４
）

的
、
且
正
し
き
」
　
（
傍
点
－
引
用
者
）
販
売
基
準
を
主
張
さ
れ
、
合
理
化
さ
れ
る
。

　
　
（
１
）
　
木
村
和
三
郎
稿
「
実
現
主
義
の
一
適
用
形
態
と
し
て
の
割
賦
販
売
会
計
」
　
（
会
計
第
六
十
巻
第
六
号
、
一
九
五
一
年
）
一
頁
。

　
　
（
２
）
　
木
村
和
三
郎
稿
　
前
掲
　
八
頁
。

　
　
（
３
）
　
木
村
和
三
郎
著
「
会
計
学
研
究
」
　
（
一
九
五
四
年
）
七
九
頁
。

　
　
（
４
）
　
木
村
和
三
郎
稿
　
前
掲
　
一
頁
。

　
ｂ
　
品
田
誠
平
教
授
の
論
拠

　
品
田
誠
平
教
授
は
、
わ
が
因
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
の
最
初
の
著
書
～
、
割
賦
販
売
会
計
』
を
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
割
賦
販

売
に
対
す
る
品
田
誠
平
教
授
の
立
場
は
、
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
、
木
村
和
三
郎
教
授
と
全
く
同
一
で
あ
る
。

　
　
「
－
…
・
－
…
・
木
村
和
三
郎
教
扱
以
外
の
す
べ
て
の
八
ム
計
学
考
は
、
全
然
雌
火
快
を
度
外
祝
し
て
、
閉
賦
版
売
お
よ
ぴ
割
賦
販
売
会
計
を
諭
述
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

　
い
る
。
こ
こ
に
諦
株
成
の
所
説
の
共
通
的
欠
附
と
訣
り
が
胚
胎
し
て
い
る
。
」

　
品
田
誠
平
教
授
の
割
賦
販
売
に
お
け
る
販
売
基
準
令
理
化
論
は
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
品
田
誠
平
教
授
は
、
ま
ず
「
歴
史
的
観
点
か
ら
、
陳
腐
的
割
賦
販
売
と
近
代
割
賦
販
売
に
区
別
さ
れ
」
　
「
特
に
近
代
的
割
賦
販
売

の
本
質
と
近
代
割
賦
販
売
を
通
じ
て
業
者
の
坂
得
す
る
割
賦
受
取
手
形
の
杜
会
的
、
時
代
的
性
格
を
探
究
し
、
そ
れ
が
流
動
資
産
で

　
　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
　
（
四
二
六
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
四
二
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

あ
り
、
貨
幣
的
等
仙
物
（
Ｈ
『
金
融
機
関
に
お
い
て
即
時
金
額
が
現
金
化
さ
れ
る
』
１
引
用
者
）
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
　
「
近
代
割
賦
販
売

で
の
業
者
の
取
得
資
産
が
以
上
の
よ
う
な
、
流
動
資
産
で
あ
る
点
か
ら
そ
の
販
売
期
問
に
お
い
て
、
割
賦
販
売
商
品
の
現
金
価
格
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

も
っ
て
、
当
該
期
間
に
お
げ
る
収
益
と
し
て
計
上
す
る
」
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
。

　
な
お
、
品
田
誠
平
教
授
に
お
げ
る
、
以
上
の
会
計
間
題
に
対
す
る
基
本
的
な
方
法
論
と
思
わ
れ
る
も
の
は
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
・
…
…
－
近
代
企
業
会
計
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
…
…
勘
定
計
算
が
企
業
資
本
の
価
値
増
雅
関
係
を
、
会
計
思
考
に
も
と
づ
い
て
、
正
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
榊
写
す
る
か
否
か
の
間
題
で
あ
る
」

　
品
田
誠
平
教
授
の
提
唱
に
よ
る
会
計
処
理
の
方
法
は
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
１
割
賦
販
売
に
つ
い
て
は
、
商
品
売
上
収
益
と
、
金
融
収
益
と
を
明
確
に
区
分
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
販
売
基
準
を
適
用
し
、
そ
の
金
額
を
商
品

　
版
士
兀
に
よ
る
実
現
収
益
と
し
て
計
上
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
売
掛
金
に
対
し
て
は
必
要
な
る
引
当
金
を
設
定
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
金
融
機
関
に
お

　
い
て
現
金
化
す
る
場
合
は
、
金
融
機
閑
に
支
払
う
ま
で
は
預
り
金
勘
定
を
以
っ
て
処
理
し
、
商
人
が
自
已
金
融
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
商
品
販
売
収

　
益
と
は
別
個
の
金
融
利
得
と
し
て
計
上
す
べ
き
こ
と
が
至
当
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
金
融
利
得
を
割
賦
売
上
契
約
上
の
期
問
に
対
応
せ
し

　
め
て
、
期
間
収
益
と
期
問
未
収
益
と
に
分
解
し
て
、
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
と
に
分
化
計
上
す
る
こ
と
が
、
期
問
損
益
計
算
上
理
論
的
で
あ
る

　
　
　
　
（
７
）

　
と
思
わ
れ
る
。
」

　
以
上
の
会
計
方
法
に
よ
る
会
計
処
埋
の
具
体
的
内
容
は
、
次
の
著
者
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
品
出
祓
平
著
「
割
賦
販
売
八
ム
計
」
　
（
一
九
六
〇
年
）
ニ
ハ
九
－
二
〇
七
頁
。

　
舳
旧
萩
平
稿
「
月
賦
版
売
の
八
ム
計
」
　
（
品
田
誠
平
編
『
月
賦
販
売
の
法
律
・
会
計
．
税
務
』
　
（
一
九
五
七
年
）
一
四
九
－
一
八
五
頁
。

　
＾
〕
誠
平
稿
「
近
代
割
賦
版
売
の
会
計
」
　
（
舳
出
誠
平
編
『
割
賦
版
十
北
の
法
律
・
会
計
．
税
務
』
　
（
一
九
六
一
年
）
二
八
七
－
三
二
一
二
頁
。

　
こ
の
三
つ
の
著
書
で
品
田
誠
平
教
授
が
展
開
さ
れ
て
い
る
会
計
処
理
の
具
体
的
内
容
は
、
と
も
に
、
殆
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
も
、
ジ
ャ
ク
ソ
ソ
の
著
書
に
書
か
れ
て
い
る
方
法
と
類
似
し
て
、
い
る
。
　
（
－
饅
。
斤
・
、
。
自
・
－
｝
Ｈ
二
＞
。
。
。
目
。
ご
、
・
。



勺
ユ
目
９
づ
－
ｏ
○
つ
一
Ｈ
ｏ
蜆
ポ
Ｏ
プ
リ
り
け
ｏ
，
Ｎ
ｇ
Ｈ
箏
乙
つ
一
リ
自
昌
１
ｏ
箏
叶
９
ｏ
ｏ
ｏ
自
づ
＝
づ
帽
づ
Ｐ
ト
Ｎ
Ｑ
ー
ト
ト
◎
．
）

　
わ
が
国
に
お
げ
る
ジ
ャ
ク
ソ
ソ
の
忠
実
な
紹
介
は
、
今
井
信
二
教
授
に
よ
り
、
な
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
今
芹
信
二
稿
一
．
消
費
老
信
用
と
分
割
払
阪
売
会
計
」
Ｈ
（
同
志
桂
商
学
十
一
巻
五
号
、
一
九
五
九
年
）
五
二
－
七
二
頁
。

今
井
信
二
稿
一
一
消
費
者
信
用
と
分
割
払
販
売
会
計
」
Ｏ
（
同
志
杜
商
学
十
二
巻
二
号
、
一
九
六
〇
年
）
五
三
－
七
七
頁
。

（
ユ
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

品
田
誠
平
著
「
割
賦
販
売
会
計
」
　
（
一
九
六
〇
年
）
一
五
五
頁
。

品
田
誠
平
著
　
前
掲
　
　
一
五
五
頁
。

品
田
誠
平
著
　
前
掲
　
　
　
八
九
頁
。

品
田
誠
平
著
　
前
掲
　
　
一
六
七
頁
。

品
田
誠
平
著
　
前
掲
　
　
一
六
七
頁
。

品
田
誠
平
著
前
掲
　
序
二
頁
。

品
田
誠
平
稿
「
割
賦
販
売
と
売
上
利
益
」
　
（
会
計
七
〇
巻
五
号
、

一
九
五
六
年
）
　
　
五
－
一

六
頁
。

２
　
選
択
適
用
論
の
提
唱
と
そ
の
合
理
化
論

　
選
択
適
用
論
に
は
、
代
金
回
収
基
準
と
販
売
基
準
の
二
者
の
う
ち
、
い
づ
れ
か
の
選
択
適
用
を
合
理
化
す
る
理
論
と
、
さ
ら
に
、

代
金
回
収
基
準
・
販
売
基
準
の
ほ
か
に
期
限
到
来
基
準
と
の
三
者
の
う
ち
い
づ
れ
か
の
選
択
適
用
を
合
理
化
す
る
理
論
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
選
択
適
用
は
、
い
づ
れ
も
、
っ
ぎ
に
指
摘
さ
れ
る
ご
と
ぎ
、
損
益
調
整
の
た
め
の
経
理
操
作
の
手
段
と
し
て
利
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
「
あ
る
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
も
の
に
つ
い
て
割
賦
基
準
を
適
用
し
、
あ
る
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
割
賦
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
を
適
用
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
認
め
る
と
損
益
調
整
の
手
段
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」

　
　
（
１
）
　
明
里
長
太
郎
編
「
税
務
会
計
」
　
（
一
九
五
九
年
）
三
一
頁
。

　
　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
（
四
二
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
　
（
四
二
九
）

　
ａ
　
飯
野
利
夫
教
授
の
選
択
適
用
合
理
化
論

　
飯
野
利
夫
教
授
は
、
　
『
現
代
会
計
学
一
般
理
論
』
（
現
代
会
計
学
全
集
、
第
一
巻
）
所
収
の
論
文
に
お
い
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
代
金

回
収
基
準
と
販
売
基
準
と
の
い
づ
れ
か
の
選
択
適
用
を
提
唱
さ
れ
る
。

　
　
「
割
賦
販
売
に
つ
い
て
は
、
最
小
限
度
、
回
収
基
準
ま
た
は
販
売
基
準
の
一
方
に
か
ぎ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
方
法
を
も
認
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
そ
の
選
択
適
用
は
企
業
の
自
由
に
委
ね
、
し
か
し
一
た
ん
適
用
し
た
方
法
を
毎
期
継
続
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
飯
野
利
夫
教
授
提
唱
に
よ
る
選
択
適
用
の
方
法
は
、
ア
メ
リ
カ
の
税
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
が
教
授

は
、
こ
の
方
法
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
拠
に
も
と
づ
き
合
理
化
さ
れ
て
い
る
。

　
「
前
者
（
代
金
回
収
基
準
－
引
用
考
）
が
後
老
（
販
売
基
準
－
引
用
老
）
か
ら
離
れ
て
独
立
の
意
味
を
も
ち
う
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
次
に
掲
げ

る
よ
う
な
条
件
の
み
た
さ
れ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
は
、
販
売
か
ら
代
金
回
収
ま
で
の
問
に
相
当
な
が
い
時
問
的
問
隔
が

存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
対
価
と
し
て
取
得
し
た
債
権
は
、
実
際
上
は
、
相
当
長
期
問
の
後
で
な
け
れ
ば
、
財
貨
や
用
役
の
購
入

等
、
営
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
収
益
が
流
動
的
な
資
産
の
取
得
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
種
の
長
期

の
債
権
は
収
益
と
し
て
認
識
で
き
な
く
な
る
。
第
二
は
、
代
金
の
同
収
が
、
は
な
は
だ
不
確
実
に
な
る
よ
う
な
事
情
の
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
貸

倒
の
危
険
が
非
常
に
多
い
場
合
で
あ
る
。
第
三
は
、
販
売
後
に
い
た
っ
て
、
そ
れ
に
関
連
す
る
費
用
が
相
当
に
発
生
す
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

記
帳
代
金
の
請
求
、
回
収
そ
の
他
の
事
務
費
、
修
膳
等
の
費
用
、
不
良
品
の
取
替
等
の
費
用
等
の
い
わ
ゆ
る
事
後
費
用
が
多
額
に
発
生
す
る
場
合
で

　
（
２
）

あ
る
。
」

　
「
こ
れ
ら
の
条
件
が
一
つ
ま
ユ
ー
こ
は
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
に
は
、
同
収
基
準
が
販
売
基
準
に
代
わ
っ
て
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

一
割
賦
一
収
“
几
の
岨
閉
ム
ロ
が
そ
れ
で
、
　
こ
の
岨
閉
ム
□
に
は
、
〃
剖
＾
以
金
の
入
令
一
の
レ
」
妻
ユ
六
で
、
柵
｝
一
米
只
払
沽
の
計
」
上
を
一
繰
ぽ
他
べ
る
こ
レ
し
が
訓
舳
め
ら
れ
る
。
」

　
「
し
か
し
、
こ
こ
に
注
意
ナ
ベ
き
は
、
回
収
基
準
が
割
賦
版
売
の
場
今
に
、
一
応
の
妥
当
件
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と

は
決
し
て
割
賦
阪
売
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
基
準
と
く
に
販
売
某
準
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
な
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

（
４
）

る
。
」



「
と
い
う
の
は
、
割
賦
販
売
の
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
通
常
の
掛
売
寝
吉
喜
倒
損
を
多
く
見
積
り
、
あ
る
い
は
差
事
後
費
用
篭
い
て

は
、
こ
れ
に
対
す
る
負
債
性
引
当
金
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
も
、
販
売
基
準
の
合
理
性
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

飯
野
利
夫
教
授
は
、
以
上
の
論
拠
に
も
と
づ
ぎ
、
教
授
提
唱
に
よ
る
選
択
適
用
論
を
合
理
化
さ
れ
る
。

（
１
）
　
飯
野
利
夫
稿
「
収
益
費
用
会
計
」
　
（
現
代
会
計
学
全
集
第
一
巻
『
現
代
会
計
学
一
般
理
論
』
所
収
論
文
、

（
２
）
　
飯
野
利
夫
稿
　
前
掲
　
　
二
一
〇
１
一
頁
。

（
３
）
　
飯
野
利
夫
稿
　
前
掲
　
　
　
　
一
二
一
頁
。

（
４
）
　
飯
野
利
夫
稿
　
前
掲
　
　
　
　
一
二
二
貝
。

（
５
）
　
飯
野
利
夫
稿
　
前
掲
　
　
　
　
一
二
一
頁
。

ｂ
　
木
村
重
義
教
授
の
選
択
適
用
論

一
九
五
八
年
）
　
二

一
－
一
一
頁

　
木
村
重
義
教
授
に
お
げ
る
選
択
適
用
論
は
、
割
賦
基
準
、
期
限
到
来
基
準
、
販
売
基
準
の
三
者
の
う
ち
の
い
づ
れ
か
の
選
択
適
用

を
認
め
る
理
論
で
あ
る
。

　
木
村
重
義
教
授
の
選
択
適
用
論
は
、
飯
野
利
夫
氏
に
、
お
け
る
選
択
適
用
論
よ
り
も
、
選
択
の
範
囲
が
広
く
、
そ
れ
だ
げ
、
自
由
な

経
理
操
作
が
可
能
で
あ
る
。
木
村
重
義
教
授
は
企
業
会
計
原
則
の
拡
大
解
釈
を
通
じ
て
教
授
の
選
択
適
用
論
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
る
。

　
　
「
企
業
会
計
原
則
注
解
」
の
二
は
「
賦
金
入
金
基
準
」
の
主
張
に
お
い
て
い
つ
そ
う
強
い
よ
う
に
み
え
る
。
　
『
割
賦
販
売
に
つ
い
て
は
、
割
賦
金

　
の
入
金
の
時
を
も
っ
て
売
上
収
益
の
時
と
み
な
し
、
そ
の
期
の
損
益
計
算
に
計
上
す
る
。
割
賦
収
益
の
実
現
の
尺
度
は
、
原
則
と
し
て
阪
売
基
準
で

　
は
な
く
て
回
収
基
準
と
す
る
。
』
と
い
う
主
張
は
、
賦
金
期
限
基
準
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
る
。
　
「
注
解
」
が
「
企

業
会
計
騎
一
の
本
文
の
凝
に
つ
い
て
蟻
の
あ
る
と
こ
ろ
を
爆
に
し
占
与
る
讐
の
も
の
と
し
て
特
定
の
解
釈
を
く
だ
す
こ
と
は
当
然

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
そ
の
も
の
は
、
一
．
賦
一
篶
祭
準
一
を
喜
れ
る
一
董
で
あ
る
。
一
一
、
し
て
覧
に
さ
て
三
．
没
輩
一
、
皇

用
£
え
る
方
法
で
書
、
「
入
棄
準
」
宝
ぴ
一
般
碧
「
引
渡
基
準
」
と
・
一
も
に
簑
適
用
さ
れ
る
べ
き
裏
与
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
わ
竃
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
四
三
〇
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
．
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
（
四
三
一
）

　
　
（
ユ
）
　
木
村
重
義
「
特
殊
販
売
に
お
け
る
収
益
認
識
時
点
」
　
（
税
経
通
信
第
十
四
巻
節
五
号
、
一
九
五
九
年
）
六
頁
。

３
　
会
計
処
理
簡
便
化
論

　
ａ
　
沼
田
嘉
穂
教
授
の
提
唱

　
割
賦
販
売
会
計
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
会
計
間
題
と
し
て
一
つ
の
重
要
な
間
題
は
、
会
計
処
理
の
簡
便
化
に
関
す

る
間
題
で
あ
る
。
と
く
に
割
賦
販
売
に
対
し
、
割
賦
基
準
（
代
金
同
収
基
準
な
い
し
は
、
期
限
到
来
基
準
）
が
適
用
さ
れ
る
と
、
　
企
業
の

会
計
処
理
は
ぎ
わ
め
て
複
雑
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
会
計
処
理
の
簡
便
化
が
、
会
計
実
務
上
、
と
く
に
要
求
さ
れ
る
。

　
沼
田
嘉
穂
教
授
は
、
著
書
「
近
代
簿
記
」
に
お
い
て
、
っ
ぎ
の
ご
と
く
、
代
金
回
収
基
準
が
理
論
的
に
は
、
最
も
妥
当
な
方
法
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
著
書
で
は
代
金
回
収
基
準
と
期
限
到
来
基
準
の
区
別
が
明
確
に
把
握
さ
れ

て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
「
第
二
の
方
法
（
割
賦
金
の
回
収
に
よ
り
販
売
益
を
計
上
す
る
方
法
－
引
用
者
）
は
理
論
的
に
は
最
も
妥
当
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
る
。
今
目
の
税
法
も
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
販
売
益
を
計
上
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
」

　
し
か
し
、
沼
田
嘉
穂
教
授
は
、
会
計
処
理
の
簡
便
化
と
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
公
表
会
計
と
帳
簿
記
録
の
二
元
化
論
を
積
極
的

に
提
唱
さ
れ
る
。

　
　
「
、
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
実
務
の
方
は
も
ち
ろ
ん
御
存
じ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
務
と
閑
係
の
な
い
い
わ

ば
、
一
般
の
学
生
と
か
、
教
員
の
中
で
も
知
ら
な
い
人
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
割
賦
販
売
の
場
合
に
、
割
賦
販
売
の
複
雑
な
仕
訳
を
簿
記

　
で
す
る
の
は
繁
雑
で
や
り
切
れ
な
い
の
で
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
私
の
感
じ
で
は
、
販
売
し
た
と
き

に
は
ど
う
い
う
仕
訳
を
し
て
も
い
い
の
で
、
普
通
の
仕
訳
し
て
お
け
ば
い
い
。
そ
し
て
期
末
決
算
時
に
整
理
仕
訳
で
一
度
に
割
賦
版
売
に
整
理
し
て

し
ま
え
ぱ
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
補
助
簿
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
け
れ
げ
な
ら
ぬ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
補
助
簿
さ
え
し
っ
か
り
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

お
れ
ば
一
括
し
て
整
理
仕
訳
で
や
れ
ば
い
い
と
思
う
の
で
す
、
」



　
　
「
－
－
－
割
賦
販
売
の
仕
訳
は
複
雑
で
利
用
で
き
な
い
と
云
わ
れ
て
お
っ
た
わ
け
で
す
が
、
私
に
言
わ
せ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
、
簿
記
書
を
お
読
み
の
方

　
六
の
認
識
不
足
の
点
も
あ
り
ま
し
て
、
前
に
を
語
し
ま
し
た
よ
う
に
補
助
簿
を
整
侑
し
て
お
い
て
、
期
末
に
一
べ
ん
に
割
賦
販
売
の
仕
訳
に
整
現
記

入
で
換
算
す
れ
ば
い
い
し
こ
の
見
方
か
ら
私
は
割
賦
販
売
の
仕
訳
は
可
能
な
も
の
と
確
信
し
て
お
り
去
、
す
。
こ
れ
か
ら
先
そ
れ
ら
の
方
法
も
、
大
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
に
私
自
身
も
発
表
し
、
ま
た
研
究
も
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」

以
上
の
ご
と
く
、
沼
田
嘉
穂
教
授
は
、
公
表
会
計
と
帳
簿
記
録
と
の
二
元
化
を
通
じ
て
、
会
計
処
理
の
簡
便
化
を
提
唱
さ
れ
る
が
、

し
か
し
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
わ
が
国
企
業
会
計
原
則
、
と
く
に
そ
の
注
解
に
お
、
い
て
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
「
売
上
高
及
ぴ
売
上
原
価
を
同
収
基
準
に
よ
ら
ず
に
普
通
の
販
売
基
準
に
よ
っ
て
計
上
し
、
売
上
総
利
益
か
ら
未
実
現
収
益
を
控
除
す
る
方
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
と
っ
て
も
、
結
果
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
・
－
…
但
し
、
こ
の
方
法
は
注
解
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
企
業
会
計
原
則
は
、
期
問
利
益
の
測
定
だ
げ
で
は
な
く
、
勘
定
記
入
そ
の
も
の
ま
で
制
約
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
沼
田
慕
穂
著
「
近
代
簿
記
」
　
（
昭
和
三
十
二
年
）
二
三
八
頁
。

　
（
２
）
　
沼
田
慕
穂
著
　
前
掲
　
二
四
〇
頁
。

　
（
３
）
　
沼
田
幕
穂
談
「
割
賦
販
売
の
理
論
と
実
際
」
　
（
企
業
会
計
十
巻
五
号
、
一
九
五
八
年
）
一
五
五
頁
。

　
（
４
）
　
沼
田
幕
穂
談
　
前
掲
　
五
九
頁
。

　
（
５
）
　
諸
井
勝
之
助
稿
「
損
益
計
算
書
に
関
す
る
注
解
と
そ
の
問
題
点
」
　
（
黒
沢
清
　
解
説
付
「
企
業
会
計
原
則
」
昭
和
二
十
九
年
七
月
改
訂
）

　
　
一
三
一
頁
。

ｂ
　
飯
野
利
夫
教
授
の
企
業
会
計
原
則
修
正
論

飯
野
利
夫
教
授
は
、
以
上
の
よ
う
な
企
業
会
計
原
則
の
規
定
に
た
、
い
し
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
間
題
提
起
を
さ
れ
る
。

　
「
企
業
会
計
原
則
は
必
ず
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
勘
定
記
入
の
細
部
に
ま
で
立
入
る
べ
き
か
否
か
、
こ
の
こ
と
は
企
業
会
計
原
則
の
あ
り
か
た
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

も
に
い
ま
一
度
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

　
　
　
わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
（
四
三
二
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
（
四
三
三
）

　
飯
野
利
夫
助
教
授
に
よ
る
企
業
会
計
原
則
修
正
論
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
『
利
益
』
基
準
の
提
唱
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
、
同
時
に
前
述
の
公
表
会
計
と
帳
簿
記
録
と
の
二
元
化
論
の
合
理
化
で
も
あ
る
。

　
　
「
－
－
・
割
賦
基
準
は
、
本
来
課
税
利
益
（
収
益
で
は
な
い
）
の
算
定
の
基
準
と
し
て
、
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
収
益
、
こ
の
場
合
に
は
、
　
『
売
上
高
』
の
計
上
に
関
す
る
基
準
で
は
な
く
て
『
売
上
利
益
』
に
関
す
る
基
準
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
「
た
と
え
ば
、
割
賦
基
準
を
も
っ
て
、
　
『
収
益
』
基
準
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
回
収
額
を
売
上
高
に
計
上
す
る
こ
と
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
、

　
現
実
の
売
上
高
か
ら
、
そ
れ
に
見
合
う
売
上
原
価
を
控
除
し
、
そ
れ
か
ら
当
期
売
上
高
中
の
未
回
収
額
に
対
す
る
利
益
額
を
控
除
し
、
前
期
以
前
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
売
上
に
対
す
る
回
収
額
に
見
合
う
利
益
を
加
え
る
方
法
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
」

　
　
「
・
…
－
損
益
計
算
書
に
売
上
高
と
し
て
現
実
の
売
上
高
を
記
載
し
た
と
す
れ
ぱ
、
売
上
高
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
未
回
収
分
に

　
対
す
る
売
上
総
利
益
が
控
除
さ
れ
、
さ
ら
に
売
上
高
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
前
期
以
前
の
売
上
総
利
益
を
加
え
て
、
売
上
総
利
益
が
算
出
さ
れ

　
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
財
諮
諸
表
の
読
者
に
売
上
総
利
益
率
に
つ
い
て
、
と
も
す
れ
ば
、
誤
解
を
与
え
や
す
い
と
い
う
理
由
に
も
と
づ
く
ポ
の
か
も

　
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
売
上
高
を
全
額
、
売
上
高
と
記
載
す
る
場
合
に
も
、
売
上
総
利
益
が
計
算
表
示
さ
れ
る
前
段
階
に
お
い
て
総
売
上
高
に
対
す

　
る
売
上
総
利
益
の
額
が
ま
ず
表
示
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
未
回
－
収
分
に
対
す
る
売
上
利
益
が
控
除
さ
れ
、
さ
ら
に
前
期
以
前
の
売
上
に
対
す
る
回
収
分
に

　
見
合
う
利
益
が
、
そ
れ
と
は
別
個
に
記
載
さ
れ
て
、
当
期
売
上
総
利
益
が
計
算
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
の
杷
憂
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
以
上
に
よ
っ
て
、
飯
野
利
夫
教
授
は
、
会
計
処
理
の
簡
便
化
を
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
の
企
業
会
計
原
則
改
正
論
を
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
　
（
ユ
）
　
飯
野
利
夫
稿
「
収
益
荻
準
と
利
益
基
準
」
　
（
産
業
経
理
第
十
九
巻
一
号
、
一
九
五
九
年
）
七
一
－
二
頁
。

（
２
）

（
３
）

（
４
）

飯
野
利
夫
稿
　
前
掲
　
七
一
頁
。

飯
野
利
夫
稿
　
前
掲
　
七
四
頁
。

奴
ダ
利
夫
、
榊
　
沌
掲
　
七
二
頁
。

番
場
嘉
一
郎
教
授
の
簡
便
化
論



番
場
嘉
一
郎
教
授
の
簡
便
化
論
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
教
授
は
財
務
諸
表
規
則
五
十
八
条
の
二
、
に
お
げ
る
規
定
す
な
わ
ち
、

「
割
賦
販
売
に
よ
る
売
上
高
が
総
売
上
高
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
名
称
を
附
し
た
科
目
を
も
っ
て
別
に
掲
記
し

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
賦
販
売
売
上
高
を
区
分
掲
記
し
た
場
合
に
は
、
当
該
売
上
高
及
び
売
上
利
益
の
算
定
基
準
を
損
益
計
算
書

の
脚
註
に
註
記
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
を
間
題
に
し
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
簡
便
化
論
を
展
開
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

　
　
「
…
…
五
十
八
条
の
二
で
は
、
割
賦
販
売
の
売
上
高
を
別
記
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
ま
す
。
」

　
　
「
私
思
う
の
に
・
実
現
し
た
売
上
高
を
計
上
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
割
賦
販
売
で
も
普
通
の
販
売
で
も
同
じ
で
あ
つ
て
、
収
益
と
い
う
金
額
を

　
見
る
と
い
う
観
点
で
は
こ
れ
を
分
け
る
重
要
性
は
あ
ま
り
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
…
…
…
…
売
上
。
阿
計
上
に
閑
す
る
規
定
の
場
合
に
、
割
賦
売
上
一
。
同

　
と
そ
の
他
の
売
上
高
を
区
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
重
要
性
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
つ
む
し
ろ
売
卦
金
と
い
う
・
う
の
を
普
通
の
売
掛
金
か
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
賦
売
掛
金
か
と
い
う
点
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
な
い
か
と
思
う
。
」

　
以
上
は
・
割
賦
基
準
を
適
用
し
た
場
合
の
会
計
処
理
簡
便
化
論
で
あ
る
が
、
っ
ぎ
に
阪
売
基
準
を
適
用
し
た
場
合
の
会
計
処
理
簡

便
化
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
（
１
）
　
番
場
慕
一
郎
他
談
「
財
務
諸
表
規
則
の
体
系
的
研
究
」
　
（
企
業
会
計
十
一
巻
五
号
、
　
一
九
五
九
年
）
九
二
頁
。

　
　
（
２
）
　
番
場
嘉
一
郎
談
　
前
掲
　
九
四
頁
。

　
ｄ
　
木
村
和
三
郎
教
授
の
会
計
処
理
簡
便
化
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
木
村
和
三
郎
教
授
は
、
前
述
の
ご
と
く
割
賦
販
売
に
た
い
し
、
　
「
現
代
的
、
且
正
し
ぎ
適
用
で
あ
る
」
販
売
基
準
を
主
張
さ
れ
、

合
理
化
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
販
売
基
準
を
適
用
し
た
場
合
の
、
教
授
自
身
の
会
計
処
理
簡
便
化
論
を
提
示
さ
れ
る
。
木
村
和

三
郎
教
授
の
会
計
簡
化
論
の
内
容
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
碧
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
（
四
三
四
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ
ハ
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四
三
五
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「
－
－
－
勺
黒
昌
教
授
は
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
な
頗
る
手
数
の
か
か
る
仕
訳
整
理
法
を
「
現
金
主
義
」
の
も
と
に
詳
細
に
例
示
し
て
い
る
の
で

　
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
こ
れ
を
と
ら
ず
、
こ
れ
に
対
応
し
て
一
一
売
上
主
義
」
に
お
け
る
簡
単
な
仕
訳
整
理
法
を
並
べ
て
お
く
。
雰
乙
。
彗
豪
Ｈ
◎
｛
声
Ｏ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
８
…
饒
馬
岩
お
第
３
２
章
に
掲
げ
ら
れ
た
霊
け
冒
教
授
の
例
示
は
次
の
如
く
で
あ
る
、
」

　
－
）
　
「
蝿
帥
甘
鰍
」
ｎ
片
び
泣
爵
冒
削
罰
岨
Ｓ
ヰ
理
童
（
雰
け
昌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
弍
墨
－
｝
…
］
米
）

　
自
）
　
剖
ト
甘
鮒
ｎ
片
ぴ
知
ホ
酪
担
芦
申
瑠
禽
幅
絆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
墨
－
三
≧
＊
）

　
な
お
、
木
村
和
一
二
郎
教
授
に
よ
り
と
く
に
、
簡
単
化
さ
れ
た
仕
訳
処
理
法
は
、
教
授
自
身
の
云
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
っ
ぎ

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
期
首
の
割
賦
売
上
未
収
金
と
期
末
の
そ
れ
と
の
平
均
概
又
は
割
賦
売
上
未
収
金
の
日
々
残
高
の
総
平
均
額
に
対
し
て
包
括
的
に
年
度
的
利
息
部

　
分
を
計
算
し
、
こ
れ
を
割
賦
売
上
利
益
か
ら
除
斥
す
る
こ
と
を
以
て
、
簡
単
に
一
つ
の
仕
訳
で
計
算
す
る
こ
と
が
出
来
、
従
来
例
示
せ
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
に
、
坂
引
仙
々
に
つ
い
て
又
は
取
引
の
月
次
累
計
に
つ
い
て
計
算
す
る
を
要
し
な
い
。
」

　
以
上
の
よ
う
に
、
木
村
和
三
郎
教
授
は
、
教
授
白
身
が
ペ
イ
ト
ソ
よ
り
も
簡
単
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
売
上
主
義
に
１
よ
る
最
も

簡
単
な
仕
訳
処
琳
法
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
、
木
村
和
三
郎
教
授
提
唱
の
前
述
の
独
自
の
会
計
政
策
Ｈ
販
売
基
準
を
具

体
化
す
る
た
め
の
会
計
処
理
簡
便
化
論
で
あ
っ
て
、
教
授
独
白
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
実
の
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売

の
会
計
実
務
、
会
計
制
度
を
勘
案
し
た
の
ち
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
木
村
和
三
郎
稿
「
、
実
坦
主
義
の
一
適
川
形
態
と
し
て
の
割
賦
販
売
会
計
」
　
（
会
計
六
十
巻
六
号
、
　
一
九
五
一
年
）
　
一
頁
。

　
　
（
２
）
　
木
村
和
三
郎
、
稿
　
前
渦
二
二
；
二
三
頁
。

　
　
（
３
）
　
木
村
和
三
郎
、
榊
　
前
掲
二
三
－
二
五
頁
、

　
　
（
４
）
　
木
村
和
三
郎
稿
　
前
掲
二
五
－
－
二
七
百
一
、



（
５
）
　
木
村
和
三
郎
稿

前
掲
二
二
頁
。

結
　
　
　
　
論

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
に
つ
い
て
述
べ
て
ぎ
た
が
、
最
後
に
、
全
体
を
要
約
し
、
間
題
点

を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
最
初
、
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
割
賦
販
売
の

会
計
実
務
を
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
、
割
賦
販
売
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
自
動
車
販
売
業
と
、
電
気
器
具
．
電
気
機

械
販
売
業
に
お
げ
る
会
計
実
務
を
問
題
に
し
た
。

　
自
動
車
販
売
業
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
に
お
い
て
注
意
す
ぺ
ぎ
こ
と
は
、
目
産
自
動
車
株
式
会
杜
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
販
売
株
式

会
杜
、
三
菱
ふ
そ
う
自
動
車
株
式
会
杜
等
に
お
い
て
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
一
般
に
は
殆
ん
ど
、
代
金
の
決
済
は
手
形
（
月
賦
手
形
）
に

よ
る
に
も
拘
ら
す
、
割
賦
代
金
の
う
ち
、
手
形
期
目
未
到
来
分
に
っ
い
て
は
、
未
実
現
利
益
の
繰
延
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
手
形
を
銀
行
に
割
引
く
場
合
は
、
手
形
期
日
到
来
ま
で
は
、
預
り
手
形
と
し
て
処
理
し
、
期
日
到
来
と

同
時
に
受
取
手
形
に
変
更
す
る
と
い
う
経
理
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
理
操
作
は
正
常
な
も
の
で
は
な

く
、
明
ら
か
に
、
税
務
対
策
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販
売
業
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
云
え
る
。

　
三
菱
電
機
株
式
会
杜
の
場
合
で
は
、
代
金
の
決
済
は
逓
次
期
限
到
来
手
形
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
手
形
期
日
未
到

来
分
に
つ
い
て
は
、
期
末
に
未
実
現
利
益
の
排
除
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
逓
次
期
限
到
来
手
形
を
銀
行
に
割
り
引
く
場
合
に
は
別
経

理
が
な
さ
れ
る
。
三
菱
電
機
株
式
会
杜
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
が
税
務
対
策
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
会
杜
自
身
も
卒
直

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
（
四
三
六
）
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一
二
八
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四
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七
）

に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
会
計
実
務
を
規
制
す
る
税
法
の
規
定
が
つ
ぎ
に
間
題
に
。
な
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
税
法
は
（
新
旧
税
法
と
も
に
）
割
賦
販
売
に
対
し
、
期
限
到
来
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。

　
税
法
が
期
限
到
来
基
準
を
と
り
入
れ
た
根
拠
に
っ
い
て
は
、
税
務
当
局
に
よ
っ
て
、
っ
ぎ
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
ユ
　
企
業
利
益
の
平
準
化
意
図
お
よ
び
納
税
資
金
の
確
実
性
を
考
慮
し
た
特
権
的
優
遇

　
２
　
税
金
の
延
払
い
を
許
す
救
済
規
定

　
３
　
一
種
の
斜
酌
説
、
恩
恵
説
に
も
と
づ
く
も
の

　
以
上
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
税
法
の
規
定
は
、
（
期
限
到
来
基
準
）
そ
の
後
の
税
法
規
定
の
改
正
を
つ
う
じ
て
、
適
用

の
拡
大
化
が
み
ら
れ
る
。

　
期
限
到
来
基
準
の
適
用
の
拡
大
化
は
、
割
賦
販
売
業
者
と
、
こ
れ
を
支
持
す
る
論
者
よ
り
の
強
い
要
望
と
主
張
に
お
さ
れ
て
、
税

務
当
局
が
屈
服
し
、
妥
協
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　
前
述
の
自
動
車
販
売
業
お
よ
び
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販
売
業
に
お
げ
る
ご
と
く
、
割
期
販
売
の
代
金
決
済
に
お
い
て
手
形
を
受

領
す
る
場
合
が
間
題
と
な
っ
た
。
税
務
当
局
の
当
初
の
見
解
は
、
か
か
る
易
合
に
お
い
て
は
期
限
到
来
基
準
の
適
用
を
是
認
し
な
い

と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
会
杜
側
の
主
張
に
よ
り
、
手
形
を
う
げ
と
っ
て
も
、
金
融
機
関
に
割
引
か
な
い
場
合
に
は
、
期

限
到
来
基
準
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
の
税
法
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
自
動
車
販
売
業
者
を
は
じ
め
、
経
済
団
体

等
の
意
見
に
み
ら
れ
る
ご
と
ぎ
、
は
げ
し
い
反
対
に
あ
っ
て
、
代
物
弁
済
の
特
約
の
あ
る
手
形
以
外
の
す
ぺ
て
の
手
形
、
す
な
わ
ち
、

普
通
の
手
形
を
受
取
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
期
限
到
来
基
準
の
適
用
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。



　
賦
限
到
来
基
準
の
拡
大
適
用
は
、
割
賦
期
問
の
短
縮
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
税
法
の
規
定
改
正
以
前
で
は
期
限
到
来
基
準
の
適
用
は
、
割
賦
賦
問
が
六
カ
月
以
上
で
あ
る
こ
と
で
税
務
当
局
部
内
で
了
承
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販
売
業
者
、
経
済
団
体
等
の
主
張
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
反
対
意
見
を
う
げ
、
税
法
規

定
改
正
後
で
は
、
割
賦
期
間
が
三
カ
月
以
上
の
も
の
（
二
ヵ
月
未
満
の
も
の
も
あ
っ
て
も
よ
い
）
に
つ
、
い
て
も
期
限
到
来
基
準
の
適
用
を
・

認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
割
賦
期
問
が
ニ
カ
月
以
上
で
も
期
限
到
来
基
準
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
税
務
当

局
の
内
部
に
お
い
て
も
、
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
税
務
当
局
の
あ
る
論
者
は
、
　
「
会
計
学
会
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら

か
の
批
判
が
あ
っ
て
然
る
ぺ
き
で
あ
る
」
と
さ
え
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
会
計
学
者
は
、
完
令
に
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
。

　
割
賦
販
売
の
利
息
に
関
す
る
会
計
処
理
に
っ
い
て
も
、
期
限
到
来
基
準
の
拡
大
適
用
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
税
法
改
正
以
前

で
は
、
白
動
車
販
売
業
の
会
計
実
務
に
お
い
て
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
利
息
部
分
の
み
を
別
に
仕
訳
し
た
場
合
、
期
限
到
来
基
準
の
適

用
は
認
め
た
い
と
い
う
こ
と
が
税
務
当
局
の
態
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
税
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
も
、
期

限
到
来
基
準
の
適
用
を
是
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
た
っ
て
い
る
。

　
期
限
到
来
基
準
の
雄
設
、
造
船
、
造
機
業
へ
の
拡
大
適
用
は
、
改
正
税
法
規
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

税
務
の
取
扱
い
と
し
て
は
非
常
に
大
き
な
改
革
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ン
」
の
税
法
規
定
制
定
に
際
し
て
は
、
財
界
の
税
法
改

正
に
あ
た
っ
て
の
圧
力
団
体
で
あ
り
、
か
つ
、
学
界
の
有
力
な
メ
ソ
バ
ー
（
番
場
班
一
郎
教
扱
、
波
辺
逃
教
扱
、
飯
野
利
犬
教
扱
、
江
村
稔

助
教
扱
、
今
井
忍
教
授
、
新
井
益
太
郎
助
教
板
）
を
含
め
た
日
本
租
税
研
究
協
会
の
強
力
な
乍
振
が
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
建
設
、
造
船
、
造
機
業
へ
の
期
限
到
来
基
準
の
拡
大
適
州
に
際
し
注
意
す
ぺ
き
こ
と
は
、
売
上
の
日
か
ら
、
最
後
の
支
払
期
日
ま

　
　
　
わ
が
因
に
お
け
る
割
賦
阪
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
（
四
三
八
）
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で
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
、
普
通
の
割
賦
販
売
よ
り
適
用
条
件
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
シ
」
と
で
あ
る
。
ま
た
、
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
継
続
適
用
の
必
要
は
な
く
、
利
益
の
み
の
繰
延
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
造
船
業
者
、
車
靹
業
者
、
重

電
気
業
者
等
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
自
由
な
経
理
を
認
め
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
税
法
の
規
定
（
１
１
期
限
到
基
準
）
を
美
化
し
、
合
理
化
す
る
試
み
が
、
税
務
当
局
を
は
じ
め
と
し
て
若
干
の
会
計
学
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
税
務
当
局
に
よ
る
合
理
化
の
試
み
は
、
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
東
京
国
税
局
調
査
課
、
小
椋
正
夫
氏
、
国
税
庁
調
査
課
、
飯
田

耕
三
氏
、
国
税
庁
法
人
税
課
長
補
佐
、
小
宮
保
氏
等
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
会
計
専
間
雑
誌
上
で
公
表
さ
れ
た

諾
論
文
に
よ
り
、
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
会
計
学
者
に
よ
る
合
理
化
は
番
場
嘉
一
郎
教
授
、
渡
辺
進
教
授
、
阪
本
安
一
教
授
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
渡
辺
進
教
授
の
期
限
到
来
基
準
の
合
理
化
は
、
高
度
に
流
動
的
な
資
産
の
実
現
を
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
阪
本
安
一
教

授
の
場
合
は
、
厳
密
な
る
実
現
主
義
を
も
っ
て
そ
の
論
拠
と
さ
れ
る
。

　
以
上
の
税
法
の
規
定
（
１
１
期
限
到
来
荻
準
）
に
対
す
る
会
計
理
論
的
な
批
判
は
、
ま
ず
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
回
収
基
準
）
よ
り
な
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
会
計
班
論
的
批
河
の
基
礎
に
は
、
現
行
税
法
規
定
の
改
正
に
対
す
る
割
賦
販
売
業
者
の
切
実
な
要
求
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
割
賦
版
売
業
者
は
広
範
に
わ
た
る
が
た
と
え
ぱ
、
っ
ぎ
の
ご
と
く
、
ミ
シ
ソ
販
売
業
者
、
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販

売
業
者
、
白
動
車
販
売
業
者
、
船
舳
、
プ
ラ
ソ
ト
類
版
売
業
者
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
か
か
る
割
賦
販
売
業
者
の
要
求
に
加

え
、
維
済
団
体
、
通
産
省
の
割
賦
販
売
政
災
上
の
要
求
等
が
あ
る
。



　
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
同
収
基
準
）
の
合
理
化
は
、
　
企
業
会
計
原
則
の
注
解
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
詳
細
な

合
埋
化
は
、
黒
沢
清
教
授
、
山
下
勝
治
教
授
、
青
木
倫
太
郎
教
授
、
林
健
二
教
授
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
黒
沢
清
教
授
と
山
下
勝
治
教
授
の
代
金
回
収
基
準
合
理
化
論
は
、
注
解
に
お
げ
る
論
拠
と
殆
ん
ど
同
一
の
論
拠
に
立
っ
て
展
閉
さ

れ
る
。
た
だ
黒
沢
清
教
授
は
、
企
業
財
政
の
安
定
の
た
め
の
会
計
政
策
を
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
、
山
下
勝
治
教
授
は
、
慎
重
主
義

を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
肯
木
倫
太
郎
教
授
は
、
注
解
に
お
げ
る
論
拠
と
は
こ
と
な
っ
た
別
の
角
度
よ
り
代
金
回
収
基
準
を
令
理
化
さ
れ
る
。
青
木
倫
太
郎

教
授
の
論
拠
は
、
費
用
収
益
対
応
の
原
則
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。

　
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
同
収
基
準
）
に
お
い
て
注
意
す
ぺ
ぎ
点
は
、
　
こ
の
立
場
よ
り
税
法
改
正
に
対
す
る
意
見
書
が
出

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
税
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
）
し
た
が
っ
て
、
　
ン
」
の
意
見
書
は
、
　
そ
の
ま

ま
、
割
賦
販
売
業
者
の
税
法
の
改
正
の
要
求
の
実
現
を
期
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
Ｈ
代
金
同
収
某
準
）
に
対
し
、
　
陳
腐
な
時
代
錯
誤
的
な
見
解
で
あ
り
、

実
際
的
に
も
妥
当
性
が
な
い
市
張
で
あ
る
と
い
う
前
述
の
事
実
に
反
し
あ
や
ま
っ
た
評
価
を
与
え
、
　
「
現
代
的
、
且
正
し
い
」
会
計

理
論
と
し
て
割
賦
販
売
に
対
し
販
売
基
準
を
提
喝
さ
れ
る
会
計
学
者
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
会
計
学
者
に
、
木
村
和
三
郎
教
授
と
、

品
田
誠
平
教
授
が
あ
る
。
木
村
和
三
郎
教
授
の
販
売
基
準
合
理
化
論
で
は
、
信
用
制
度
の
確
立
を
根
拠
に
さ
れ
る
の
に
対
し
、
品
田

誠
平
教
授
は
、
木
村
和
三
郎
教
授
と
基
本
的
に
は
共
通
の
立
場
に
立
っ
て
、
割
賦
受
取
手
秒
の
流
動
性
を
根
拠
に
さ
れ
る
。

　
企
業
の
ｎ
由
な
経
理
操
作
（
Ｈ
損
益
調
整
の
手
段
）
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
選
択
適
用
合
理
化
論
の
提
唱
が
飯
野
利
夫
教
授
と
木
村

重
義
教
授
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
続
）
（
桑
原
）
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飯
野
利
夫
教
授
の
場
合
は
、
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
と
同
様
、
販
売
基
準
と
代
金
回
収
基
準
の
い
づ
れ
か
の
選
択
適
用
論
で
あ

る
の
に
対
し
、
木
村
重
義
教
授
の
場
合
は
、
代
金
同
収
基
準
、
販
売
基
準
お
よ
び
期
限
到
来
基
準
の
三
者
の
う
ち
の
い
づ
れ
か
の
選

択
適
用
論
で
あ
る
。
後
者
の
理
論
の
特
徴
は
、
前
者
の
理
論
（
白
由
な
経
理
操
作
）
を
よ
り
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
販
売
基
準
の
提
唱
も
、
選
択
適
用
論
の
提
唱
も
、
い
づ
れ
も
、
現
実
の
わ
が
因
の
企
業
の
会
計
実
務
、
会
計
制
度
、
会
計
政
策
に

直
接
結
び
っ
い
て
い
な
い
た
め
に
、
独
自
の
会
計
政
策
を
提
唱
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
会
計
処
理
簡
便
化
論
で
は
、
割
基
賦
準
（
代
金
同
収
基
準
な
い
し
は
期
限
到
来
基
準
）
が
適
用
さ
れ
た
場
合
と
、
販
売
基
準
の
適
用
さ

れ
た
場
合
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。

　
沼
田
嘉
穂
教
授
は
、
割
賦
基
準
の
適
用
の
方
法
と
し
て
期
末
決
算
時
に
お
げ
る
一
括
整
理
を
提
唱
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
企
業

会
計
原
則
の
立
場
に
お
げ
る
主
張
と
矛
盾
す
る
の
で
、
飯
野
利
夫
教
授
よ
り
企
業
会
計
原
則
修
正
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
飯
野
利
夫

教
授
の
士
上
張
は
、
収
益
基
準
で
は
な
く
て
利
益
基
準
の
主
張
で
あ
る
。

　
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
会
計
処
理
簡
便
化
論
は
、
財
務
諾
表
規
則
五
十
八
条
の
二
の
簡
便
化
で
あ
っ
て
、
割
賦
販
売
の
売
上
高
の
別

計
上
に
反
対
さ
れ
て
い
る
。

　
木
村
和
三
郎
教
授
の
会
計
処
理
簡
便
化
諭
は
、
販
売
基
準
適
州
の
場
合
で
あ
る
。
教
授
は
、
勺
斗
昌
よ
り
も
簡
単
で
あ
る
と
教
授

ｎ
身
が
云
わ
れ
る
独
白
の
仕
訳
処
理
法
を
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
わ
が
国
に
お
げ
る
現
実
の
会
計
実
務
、
会
計
伽

度
を
勘
案
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
杣
象
論
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
、
戦
後
わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
の
公
表
会
計
に
閑
す
る
土
上
な
る
会
計
那
沽
を
と
り
あ
げ
、
わ
が
固
に
お
け
る
企
業
の
現

実
の
会
計
実
務
、
会
計
制
度
お
よ
び
会
計
政
災
と
の
閑
逃
の
な
か
で
位
性
づ
げ
て
ぎ
た
が
、
こ
れ
ら
の
諾
那
而
は
す
ぺ
て
現
実
の
会
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